
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  小規模企業共済の取扱い                  

Ｑ：小規模企業共済の対象が広がったそう

ですが、どのようになったのですか？ 

                                              

Ａ：常時使用する従業員数が20人以下の宿

泊業又は娯楽業を営む事業者も対象になりま

した。 

【解説】 

小規模企業共済制度とは、個人事業者や共

同経営者等が廃業又は退任した後の生活資金

をあらかじめ積み立てておこうとする制度で

す。 

掛金は毎月1,000円から７万円までの範囲

で自由に決められ、全額所得控除の対象とな

ります。 

また共済金は退職所得又は公的年金等(雑

所得)として扱われるなど、税制面での恩典も

たくさん盛り込まれています。 

制度の対象となる事業者は、次のようにな

っていましたが、サービス業のうち娯楽業、

宿泊業については、20人以下の事業者等につ

いて適用されることとなりました。 

 ①建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業

などを営む場合は、常時使用する従業員の

数が20人以下の個人事業主または会社の役

員 

②商業(卸売業・小売業)、サービス業を営む

場合は、常時使用する従業員の数が５人以

下の個人事業主または会社の役員 

③6.上記①、②に該当する個人事業主が営む

事業の経営に携わる共同経営者(個人事業

主１人につき２人まで) 
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